
条例の制定及び改正

乳
幼
児
医
療
費
の
支
給

対
象
年
齢
を
引
き
上
げ

10
月
か
ら
５
歳
未
満
に

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

当
町
の
子
育
て
世
代
支
援

体
制
を
充
実
さ
せ
、
子
ど
も

を
生
み
、
子
育
て
し
や
す
い

町
、
住
み
よ
い
町
と
す
る
た

め
、
乳
幼
児
医
療
費
の
支
給

対
象
年
齢
を
こ
れ
ま
で
の
３

歳
未
満
か
ら
５
歳
未
満
ま
で

に
引
き
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
者
や
母
子
家

庭
な
ど
の
医
療
費
助
成
制
度

に
つ
い
て
も
、
現
在
県
議
会

で
審
議
中
で
す
の
で
、
結
果

を
待
っ
て
検
討
し
ま
す
。

（
賛
成
９
・
反
対
３
で
可
決
）

国
保
税
が
３
本
立
て
に

　

後
期
高
齢
者
医
療
医
療
制

度
は
医
療
費
総
額
の
５
割
を

公
費
で
、
４
割
を
各
保
険
者

の
支
援
金
で
、
１
割
を
被
保

険
者
の
保
険
料
で
運
営
す
る

た
め
、
平
成
20
年
度
分
の
国

保
税
か
ら
は
、
課
税
科
目
に

「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」

が
加
わ
り
「
医
療
分
」「
介

護
納
付
金
分
」
と
あ
わ
せ
て

３
本
立
て
に
な
り
ま
す
。

　

限
度
額
は
「
医
療
分
」
47

万
円
、「
後
期
高
齢
者
支
援

金
分
」
12
万
円
と
な
り
ま
す

が
、「
介
護
納
付
金
分
」
は

従
前
の
ま
ま
で
す
。

　
　
　
　

反
対
討
論

　

国
保
に
対
す
る
国
庫
負
担
の

削
減
が
、
国
保
税
値
上
げ
の
要

因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の

改
正
で
、
限
度
額
が
３
万
円
値

上
げ
さ
れ
ま
す
。

　

国
民
の
命
を
守
る
制
度
が
、
苦

し
め
る
制
度
に
変
わ
っ
て
き
て
い

る
今
、
国
保
税
を
値
上
げ
す
る
議

案
に
は
反
対
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
本
典
子
）

　

本
年
４
月
１
日
か
ら
開

始
さ
れ
る
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
運
営
は
、
都
道
府
県

単
位
で
設
立
さ
れ
た
「
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
が

行
い
ま
す
が
、
市
町
村
も
被

保
険
者
の
身
近
な
窓
口
と
し

て
、
被
保
険
者
か
ら
の
申
請

な
ど
の
受
付
や
、
保
険
証
の

引
き
渡
し
、
特
別
徴
収
が
で

き
な
い
被
保
険
者
の
保
険
料

を
普
通
徴
収
と
し
て
徴
収
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
運
営
の
た
め
の
事
務

（
賛
成
９
・
反
対
３
で
可
決
）

　
　
　
　

反
対
討
論

　

２
０
０
６
年
自
民
、
公
明
の

強
行
採
決
に
よ
り
採
択
さ
れ
た

医
療
改
悪
で
す
。

長
生
き
し
た
ら
医
療
費
の
心
配

が
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
政
治

の
責
務
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
こ
れ
に
逆
行

し
、
お
年
寄
り
を
い
じ
め
、
そ

し
て
生
存
権
を
奪
う
制
度
だ
と

思
う
の
で
、
反
対
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
松
本
典
子
）

る
な
ど
の
事
務
を
行
う
た
め

の
条
例
を
制
定
し
ま
す
。

【
町
の
主
な
事
務
内
容
】

○ 

被
保
険
者
か
ら
の
申
請
等

の
受
付

○
保
険
証
の
引
渡
し

○
保
険
料
の
普
通
徴
収

　
　
　
　

反
対
討
論

　

こ
の
制
度
は
、
国
の
放
漫
な

政
策
運
営
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
、
莫
大
な
借
金
を
埋
め
る

た
め
、
医
療
費
の
節
約
を
目
的

に
作
ら
れ
た
制
度
で
す
。

　

特
殊
法
人
の
解
体
、
天
下
り

の
禁
止
な
ど
国
の
無
駄
使
い
を

や
め
さ
せ
る
こ
と
が
先
決
で
あ

る
と
考
え
る
の
で
、
反
対
し
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
香
原　

暹
）

　

健
康
保
険
法
等
が
改
正
さ

れ
、
医
療
費
適
正
化
の
総
合

的
な
推
進
の
た
め
、
す
べ
て

の
保
険
者
に
「
特
定
健
康
診

査
・
特
定
保
健
指
導
」
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
健
診
の
受
診
率
が
目

標
よ
り
低
い
と
、
町
国
民
健

康
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
へ

の
支
援
金
が
増
額
さ
れ
、
被

保
険
者
の
負
担
が
増
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

「
健
康
診
断
」
を

義
務
付
け

す
べ
て
の
保
険
者
に

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

※
特
定
健
康
診
査

　

 

40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
を

対
象
に
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
型

肥
満
）
該
当
者
お
よ
び
そ
の

予
備
群
を
早
期
に
見
つ
け
る

た
め
の
健
診
で
す
。

※
特
定
保
健
指
導

　

 

該
当
者
と
そ
の
予
備
群
の
人

を
対
象
に
、
予
防
・
解
消
に

向
け
た
指
導
が
行
わ
れ
ま
す
。

● 

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
に
な
る
と
心
疾
患
の
発
症

リ
ス
ク
が
約
36
倍
に
も
な
り

ま
す
。

平成２０年５月９日発行  鞍手町議会だより  No.７５ 8平成２０年５月９日発行　鞍手町議会だより　No.７５9



　

こ
れ
ま
で
私
用
車
に
よ
る

出
張
に
対
す
る
旅
費
は
、
公

共
の
交
通
機
関
の
運
賃
を
基

に
算
出
し
て
い
ま
し
た
が
、

社
会
情
勢
の
変
化
な
ど
に
よ

り
、
実
際
の
走
行
距
離
に
応

じ
て
算
出
す
る
こ
と
に
改
め

ま
す
。

特
別
職･

一
般
職
員
の

旅
費
改
正

走
行
距
離
に
応
じ
て
算
出

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

整
形
外
科

　

昨
年
７
月
１
日
か
ら
週
３

回
の
外
来
診
療
の
み
を
行
っ

て
き
ま
し
た
が
、
産
業
医
科

大
学
か
ら
常
勤
医
師
を
派
遣

す
る
と
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
年
４

月
１
日
か
ら
、
従
前
ど
お
り

の
診
療
体
制
と
な
り
ま
す
。

眼　

科

　

九
州
大
学
眼
科
学
教
室
か

ら
、
本
年
３
月

31
日
を
も
っ
て
、

常
勤
医
師
の
派

遣
を
中
止
す
る

旨
の
連
絡
が
あ

り
ま
し
た
。

　

眼
科
が
な
く

な
る
こ
と
は
、

地
域
住
民
の
健

康
管
理
に
か
か

わ
る
重
要
な
問

題
で
あ
る
た
め
、

大
学
と
協
議
を

行
い
週
２
回
非

常
勤
医
師
で
対

応
を
し
て
い
く

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
今
後
の

眼
科
診
療
は
、
地
域
住
民
の

要
望
に
十
分
な
診
療
体
制
を

も
っ
て
応
え
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
が
、
４
月
１
日
か
ら

非
常
勤
医
師
に
よ
る
週
２
回

の
外
来
診
療
の
み
と
な
り
ま

す
。

 

職
員
ト
イ
レ
便
座
火
災
は

た
ば
こ
の
不
始
末
か

　

広
域
消
防
本
部
か
ら
、
１

月
23
日
に
町
立
病
院
の
職
員

ト
イ
レ
便
座
火
災
の
出
火
原

因
調
査
結
果
報
告
書
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

報
告
書
に
よ
る
と
、
タ
バ

コ
の
火
に
よ
る
出
火
の
可
能

性
が
高
い
と
推
定
さ
れ
、
直

方
警
察
署
で
は
引
き
続
き
捜

査
中
で
す
。

　

火
災
後
の
安
全
管
理
に
つ

い
て
は
、
防
火
体
制
の
再
点

検
・
検
証
を
行
い
、
設
備
面

で
は
、
煙
感
知
器
や
防
犯
カ

メ
ラ
の
設
置
な
ど
を
行
い
、

防
犯
・
防
災
体
制
の
強
化
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　

本
町
の
財
政
状
況
は
依
然

と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る

の
で
、
町
長
自
ら
平
成
20
年

度
と
21
年
度
の
２
年
間
給
与

月
額
お
よ
び
ボ
ー
ナ
ス
を

10
％
減
額
し
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
に
合
わ
せ
て
副
町
長
は

７
％
、
教
育
長
は
５
％
を
減

額
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
２
年
間
で

４
４
２
万
円
が
削
減
で
き
ま

す
。

町
長
自
ら
給
料
・
ボ
ー
ナ
ス
を

10
％
カ
ッ
ト

副
町
長　

７
％

教
育
長　

５
％

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

町
職
員
の
勤
務
時
間
は
、

通
常
週
40
時
間
で
す
が
、
小

学
校
就
学
前
ま
で
の
子
を
養

育
職
員
に
は
、
週
の
勤
務
時

間
が
20
時
間
か
ら
25
時
間
ま

で
の
範
囲
内
で
短
時
間
勤
務

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

給
与
は
、
勤
務
し
な
い
時

間
に
応
じ
て
減
額
さ
れ
ま
す
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

育
児
短
時
間
勤
務

制
度
を
導
入

　

県
立
高
校
の
授
業
料
値
上

げ
に
伴
い
、
鞍
手
分
校
の
授

業
料
を
平
成
20
年
度
の
入
学

生
か
ら
月
額
３
３
０
０
円
を

３
４
０
０
円
に
値
上
げ
し
ま

す
。

（
賛
成
10
・
反
対
２
で
可
決
）

鞍
手
分
校
の

授
業
料
値
上
げ

　

近
年
、
出
産
の
高
齢
化

が
進
ん
で
い
る
こ
と
や
、

ス
ト
レ
ス
を
抱
え
る
妊
婦

が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
母
胎
の

健
康
を
確
保
す
る
た
め
の

妊
婦
健
康
診
査
は
そ
の
重

要
性
・
必
要
性
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
経
済
的
理
由

や
就
労
等
の
た
め
受
診
し

な
い
妊
婦
も
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
次
世
代
育

成
支
援
計
画
に
基
づ
く
少

子
化
対
策
と
し
て
、
20
年

度
よ
り
公
費
に
よ
る
無
料

健
診
が
、
こ
れ
ま
で
の
２

回
か
ら
５
回
に
増
や
さ
れ

ま
す
。

妊
婦
健
診
費
用
助
成
が

拡
充
さ
れ
ま
す

無
料
健
診
が

２
回
か
ら
５
回
に

町
立
病
院

町立病院・
整
形
外
科
の
入
院
、
救
急
医
療
を
再
開

・
眼
科
は
週
２
回
の
外
来
の
み
に

行　

政　

報　

告

平成２０年５月９日発行  鞍手町議会だより  No.７５ 8平成２０年５月９日発行　鞍手町議会だより　No.７５9




